
 

本情報誌についてのお問合せは、宮城県消費生活・文化課相談啓発班まで（電話 022-211-2524） 

 

  

宮城県消費生活センターのホームページから、 

本情報誌のバックナンバーをご覧いただけます。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/miyaginojoho.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 February  

お子さんやお孫さんが、大人のスマートフォンなどを使って、動画を見たりゲームをするとい

うことがよくあると思います。 

子どもは大人が想像する以上にスマートフォンなどを簡単に操作してしまうことがあり、ネッ

トトラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。子どもが利用する場合は、必ず大人が付き添

うようにしましょう。 
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◆スマートフォンで動画を見せるときは、 
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 スマートフォンやタブレットの利用は、10 歳未満の低年齢層にも広がっています。子ど

もに端末を渡して動画を見せていたところ、目を離した隙にアダルトサイトの請求画面が

表示されたという相談が寄せられており、注意が必要です。 

 通信契約していないスマートフォンでも、自宅の無線ＬＡＮや飲食店等の無料の Wi-Fi 経

由でインターネットにつながってしまい、トラブルになることが 

あります。 

 上記は「ワンクリック請求」の事例です。アダルトサイトの 

請求画面が出ても、慌てて相手に連絡したり、お金を 

支払ったりしてはいけません。 

 不安に思ったりトラブルにあったりした場合は、早めに 

お住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。 

★アドバイス★ 

 

５歳の息子を寝かせるため、スマホで動画を見せていた。別室で

家事をしていたところ、息子が何か話しているので、驚いて行って

みると、アダルトサイトの請求画面が表示されていた。スマホの画

面に表示された広告をクリックしたらしい。請求画面には「1 年で

30 万円」とあり、退会しようと電話やメールをしてしまった。伝

わってしまった個人情報が心配だ。 

スマートフォンで動画を見せるときは、大人が付き添いましょう 

大人が付き添いましょう 

 

 

 

◆賃貸住宅の原状回復トラブル  ◆消費生活展を開催します！  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産会社から原状回復費用の請求書が届いたが、見積額が敷金を超

えていた。自分の不注意で傷付けてしまった壁紙の張替代は納得してい

るが、契約当初から穴があいていた襖の張替代は納得いかない。 

 入居・退去時には、できる限り貸主の立ち会いの下で部屋の現状を確認しましょう 

 入居時の確認は特に大事です。入居時の傷の有無などが基準になることから、リフォ

ームの有無、天井・床・壁・建具・設備機器の傷や汚れなどの有無のほか、設備の整備

状況などを確認し、その内容を確認リストとして書面にしておきましょう。 

 貸主に立ち会い確認をしてもらえなかったとき 

 借主側で入居時の部屋の状況確認を丁寧に行い、傷などは日付入りで写真に撮り、

記録しておきましょう。なお、身に覚えのない傷の補修費用を請求されても、借主は

自分が付けたのではないことを主張すればよく、借主が付けた傷なので借主に負担義

務があるとする場合の立証責任は、貸主にあります。 

 退去時に示された原状回復費用の内訳について、貸主に十分な説明を求めましょう 

 家主側から原状回復費用の総額だけを言われたときは、修繕費の明細を記載した見積

書や請求書等を出してもらいましょう。書面の内容をよく確認し、疑問に思う点や納得

いかない点があれば、貸主にその旨を伝え、なぜ支払う必要があるのか説明してもらい

ましょう。 

修繕にかかる工事代、建材費等が高額であると感じたときは、複数の業者から見積り

を提示してもらうよう貸主に要求しましょう。自分で見積もりをとる方法もあります。 

 困ったときはお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。 

★アドバイス★ 

 

負担区分 損耗の区分 例

自然損耗
（経年劣化）

畳・クロス・床材などの自然変色、
設備機器の通常使用による故障など

通常損耗
電気製品による後部壁面の電気焼
け、家具の設置跡など

借主の負担
借主の不注意に
より生じた損耗

喫煙による汚損、子どもの落書き、
ペットによる傷など

貸主の負担

賃貸住宅の原状回復トラブル 

消費生活センターには、アパートなどの賃貸住宅に関する相談、特に退去時の原状回復費用

に関する相談が多く寄せられています。 

借主が負担する原状回復費用は、不注意などにより付けた傷・汚れ、壊したものの補修費用

などが原則です（下表参照）。しかし、借主が「自分が付けた傷ではない」と主張しても、入

居中に付けたものとして、貸主が費用負担を求めるというトラブルが発生しています。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活展を開催します！ 

県及び県金融広報委員会では、消費生活の基礎知識が気軽に学べる「消費生活展」を開催します。 

近年、私たちの身の回りでは、様々な消費者トラブルや特殊詐欺が発生しています。そのトラブ

ルを回避するためには、正しい知識や、事例を知ることが大切です！会場では、パネル展示やクイ

ズラリー、消費生活講座など、暮らしに役立つ情報が満載です！ 

消費生活の知識を楽しく学べる４日間。ぜひ、お誘い合わせの上、お越しください。 

定員：各講座３０名 ★事前予約制。定員に達し次第募集を締め切ります。 

「消費生活展」 

行動しよう 消費者の未来へ 

～自立した生活を送るために～ 

平成３０年３月６日（火）～９日（金） 

１０時～１８時（最終日のみ１６時） 

会場：東北電力グリーンプラザ アクアホール 

 

☆消費者をねらう問題商法や金融知識、製品事故などのパネル展示 

☆クイズラリー 

景品（アニメむすび丸の消費生活センターオリジナルグッズなど） 

もあります♪ 

☆悪質な手口を紹介したＤＶＤ上映 

☆消費生活相談員による出張消費生活相談コーナー（当日随時受付） 

宮城県消費生活センターの相談員が商品やサービスの契約などに

ついて相談にのります。 

☆くらしと金融に関する情報提供コーナー 

金融広報アドバイザーが暮らしやお金に関する疑問にお答えしま

す。※個別相談は不可。 

☆消費生活講座 参加者募集中（要予約） 

暮らしに役立つ情報満載！ 

タイトル 講師

３月７日（水）
11時～12時30分

退職後のライフプランを考える
～お金の知恵を蓄えよう～

株式会社えん“縁 援 円 園 宴”代表取締役

ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ）

首藤 寛之　氏

３月７日（水）
14時～15時30分

遺品トラブルを防ごう！
～デジタルデータや遺品の整理～

イズモ・プロ

終活カウンセラー／葬祭アドバイザー

出雲 英子　氏

３月８日（木）
11時～12時30分

シニア世代の食生活と健康
～食事と健康食品、サプリメントの関係～

みやぎ食育コーディネーター

管理栄養士　松井 育葉　氏

３月８日（木）
14時～15時30分

落語で楽しく学ぶ消費生活
「振り込め詐欺・悪質商法」

「”エシカル”ってなに？消費から世の中を変えよう」
落語家　立川 平林　氏

2
日
目

日時

3
日
目

●問合せ・講座の申込み● 

消費生活・文化課までご連絡ください 

宮城県環境生活部消費生活・文化課 
（宮城県消費生活センター） 

仙台市青葉区本町３－８－１ 
TEL:０２２－２１１－２５２４ 

FAX：０２２－２１１－２９５９ 

主催：宮城県、宮城県金融広報委員会  後援：金融広報中央委員会 

参加 

無料 


